
 

 

令和７年度中野区要保護児童対策地域協議会及び中野区子ども・若者支援地域協議会                                             

代表者会議 次第 

       令和７年５月２８日（水）  １０時～１２時 

中野区立教育センター第１００１会議室 

１  子ども・若者支援センター所長挨拶 

 

２  各機関の自己紹介（資料１、２） 

 

３  中野区要保護児童対策地域協議会について（資料３、４） 

 

４  中野区児童相談所の状況（相談実績等）について（資料５） 

 

５  令和 7 年度の児童館運営について（資料６） 

 

６  令和７年度利用者支援事業について（資料７） 

 

７  社会的養育推進計画について（資料８） 

 

８  中野区子ども・若者支援地域協議会について（資料９、１０） 

 

９  中野区の若者支援の状況について 

（１）子ども・若者育成活動支援事業について（資料１１）         

（２）若者相談実績について（資料１２）                       

（３）若者フリースペースについて（資料１３）   

（４）社会的養護自立支援拠点事業について（資料１４） 

 

  

※資料２はＨＰ掲載省略



 

 

１０ その他 

【配付資料】 

  資料１  令和７年度 中野区要保護児童対策地域協議会、中野区子ども・若者支援地

域協議会代表者会議名簿 

  資料２  令和７年度 子ども・若者支援センター職員体制 

  資料２別紙 令和７年度 児童福祉課 職員一覧 

  資料３   中野区要保護児童対策地域協議会のしくみ 

  資料４   令和６年度 中野区要保護児童対策地域協議会活動実績 

  資料５   令和６年度 中野区児童相談所相談実績 

  資料６   令和７年度の児童館運営について 

  資料７   令和７年度利用者支援事業について 

  資料８   社会的養育推進計画 

  資料９   中野区子ども・若者支援地域協議会のしくみ 

  資料１０  令和６年度 中野区子ども・若者支援地域協議会活動実績 

  資料１１   子ども・若者育成活動支援事業(ティーンズ会議及び若者会議)について 

資料１２  令和６年度 若者相談 相談実績 

資料１３  中野区若者フリースペースについて 

資料１４  親を頼れない子どもや若者のためのみらいステップ BASE（チラシ） 

（参考資料） 

中野区ショートステイちらし 

中野区児童相談所パンフレット 

中野区児童虐待防止マニュアル改訂版（２０２２）「つなげよう子どもを守るみんなの手」 

   中野区若者相談パンフレット 

   中野区若者フリースペースパンフレット 

   みらいステップなかのパンフレット 

    ※ 関係機関からの情報提供資料 

中野区さつき寮 パンフレット 

子ども虐待防止センターパンフレット 



資料１

役　職　等 氏　　名 要対協 子若協 備　　考

1 監事 岸本　有巨 ●

2 会長 濱本　義典 ● ●

3 代表 鈴木　一男 ●

4 生活安全課長 竹内　秀之 ● ●

5 生活安全課少年係長 鎌田　美穂子 ● ●

6 少年係長 村越　直美 ● ●

7 所長 松﨑　充博 ● ●

8 小児・学校保健部　担当理事 山岸　千尋 ● ●

9 専務理事 西村　正美 ●

10 小児科部長 田中　邦生 ●

11 東京警察病院　 小児科部長 宇田川　美野子 ●

12 中野区民生児童委員協議会 副会長 脇屋 美智子 ● ●

13 中野区私立幼稚園連合会 虐待防止委員 河村 冴 ●

14 子どもの虐待防止センター　 常務理事 片倉　昭子 ●

15 中野区社会福祉協議会　 常務理事 小田  史子 ● ●

16 愛児の家 　園長 石綿　徳太郎 ● ●

17 聖オディリアホーム乳児院 施設長 鎌倉　道子 ● ●

18 施設長 石丸　正史 ● ●

19 中野区さつき寮 施設長 川口　学 ● ●

20 中野区立桃花小学校長 吉川　正 ● ●

21 中野区立中野中学校長会 竹之内　勝 ● ●

22 主任指導主事 髙島　由紀子 ●

23 所長 西岡　潔子 ●

24 統括責任者 田中　亮太 ●

25 NPO法人ブリッジフォースマイル 代表 林　恵子 ● ●

26 子ども・若者支援センター所長 森　克久 ● ●

27 中野区児童相談所長 古川　康司 ● ●

28 久島　知子 ● ●

29 大場　大輔 ● ●

30  林　健 ●

31 藤嶋　正彦 ●

32 鈴木　康平 ● ●

33 池内　明日香 ● ●

34 河田　達彦 ● ●

35 鈴木　宣広 ● ●

36  中村　志保合 ● ●

37  菅野　多身子 ● ●

38 平田　祐子 ● ●

39 鳥井　文哉 ● ●

40 河村　陽子 ●

41 葉山　義彦 ● ●

42 井元　章二 ● ●

43 小堺　充 ●

44 国分　雄樹 ●

45 小飼　保実 ●

46 宮下　奈緒 ●

子ども教育部子ども政策担当課長

健康福祉部保健予防課長

地域支えあい推進部鷺宮すこやか福祉センター担当課長

健康福祉部障害福祉課長

健康福祉部生活援護課長

教育委員会事務局指導室長

区民部区民サービス課長

区民部産業振興課長

健康福祉部障害福祉サービス担当課長

地域支えあい推進部南部すこやか福祉センター担当課長

東京都教育庁地域教育支援部生涯学習課

東京少年鑑別所（東京法務少年支援センター）

中野区若者フリースペース

子ども・若者支援センター子ども・若者相談課長

企画部ユニバーサルデザイン推進担当課長

子ども教育部保育園・幼稚園課長

子ども教育部育成活動推進課長

地域支えあい推進部地域包括ケア推進課長

地域支えあい推進部すこやか福祉センター調整担当課長

地域支えあい推進部中部すこやか福祉センター担当課長

地域支えあい推進部北部すこやか福祉センター担当課長

子ども教育部子育て支援課長

令和7年度　中野区要保護児童対策地域協議会、中野区子ども・若者支援地域協議会
代表者会議名簿

中野区立中学校長会

機　　　関　　　名

新渡戸記念中野総合病院　　

あけの星学園　こでまりホーム　

中野区立小学校長会

中野区法曹会

中野区保護司会

東京人権擁護委員協議会　中野区委員会

警視庁中野警察署　

警視庁野方警察署　

警視庁戸塚警察署

警視庁新宿少年センター

一般社団法人中野区医師会

一般社団法人中野区歯科医師会



資料３  

中野区要保護児童対策地域協議会のしくみ 

 

１ 経緯 

虐待を受けている子どもをはじめとする要保護児童の早期発見や適切な保護を図るため

には、関係機関がその子どもや家庭に関する情報や考え方を共有し、適切な連携の下で対

応していくことが重要です。 

このような多数の関係機関の円滑な連携・協力を確保するためには、中核となって関係機

関相互の連携や役割分担の調整を行う調整機関（事務局）の明確化や円滑な情報提供を図

るための個人情報保護の要請と関係機関における情報共有の関係の明確化が必要です。 

平成 16 年の児童福祉法の改正においてこれらの事柄が規定され、各地方自治体は要保

護児童対策地域協議会（以下「要対協」といいます。）を設置できることになり、中野区では平

成 17 年に設置しました。調整機関（事務局機能）として中野区子ども・若者支援センターが

指定されています。 

（根拠法令） 

児童福祉法 

（第 25 条の 2）  

地方公共団体は単独で又は共同して、要保護児童の適切な保護又は要支援児童若しくは特定

妊婦への適切な支援を図るため、関係機関、関係団体及び児童の福祉に関連する職務に従事

する者その他の関係者により構成される要保護児童対策地域協議会を置くよう努めなければ

ならない。 

 

２ 構成と協議事項 

要対協は、代表者会議、要保護児童サポート会議及び個別ケース検討会議の３層構造に

なっています。 

構成 内容 主な協議事項 頻度 

代表者会議 構成機関の各分

野の代表者によ

る会議 

・基本的な運営方針の決定 

・要保護児童の問題状況の情報共有 

年 1回 

要保護児童

サポート会

議 

構成機関の実務

担当者による会

議 

・要保護児童等の実態の把握 

・援助方針の見直し等のケース進行管理 

・支援を行っているケースに関する情報

交換 

・代表者会議への報告 

・個別ケース検討会議での課題検討 

随時 

実務者研修 

（子ども・若者支援ネットワーク研修） 

年４回 

※子若協研修

含む 

個別ケース

検討会議 

支援が必要な個

別ケースに関係

する実務担当者

による会議 

個別ケースに対する検討 随時 



 

３ 情報共有 

要対協では、適切な支援を行うために情報交換や協議を行う必要があるときは、関係機

関等に対し、資料や情報提供を求めることができることになっています。 

（根拠法令） 

 

４ 守秘義務 

要対協の構成員には、児童福祉法において守秘義務が課せられ、罰則も規定されていま

す。協議会構成員全体に守秘義務を課すことにより、情報共有を可能にする仕組みであるこ

とをご理解下さい。 

なお、構成員は区ホームページ等で公表いたします。 

（根拠法令） 

児童福祉法 

（第２５条の５） 

次の各号に掲げる協議会を構成する関係機関等の区分に従い、当該各号に定める者は、正

当な理由がなく、協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

(1)国又は地方公共団体の機関  当該機関の職員又は職員であった者 

(2)法人  当該法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者 

(3)前二号に掲げる者以外の者  協議会を構成する者又はその職にあった者 

（第６１条の３） 

第１１条第５項、第１８条の８第４項、第１８条の１２第１項、第２１条の１０の２第４項、第２１条の１

２、第２５条の５又は第２７条の４の規定に違反した者は、１年以下の懲役又は５０万円以下の

罰金に処する。 

 

 

 

 

 

 

 

児童福祉法 

（第２５条の３）  

協議会は、前条第二項に規定する情報の交換及び協議を行うため必要があると認めるとき

は、関係機関等に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることが

できる。 

② 関係機関等は、前項の規定に基づき、協議会から資料又は情報の提供、意見の開陳その

他必要な協力の求めがあつた場合には、これに応ずるよう努めなければならない。 



資料4

会議名
開催
回数

内　容 開催日
出席者
数(人）

議　　　　題　　　　等

１　中野区要保護児童対策地域協議会について

２　中野区児童相談所の状況について

3　中野区における「こども家庭センター」について

4　中野区子ども・若者支援地域協議会について

５　中野区の若者支援の状況について

６　社会的養育推進計画について

７　社会的養護自立支援拠点事業について

生活指導主任会 令和6年9月5日 39 ブロック別情報交換会への児童相談所職員の参加

令和6年9月25日 20 社会的養護自立支援拠点事業について

令和6年10月16日 10 児童相談所の運営状況について

民間事業者業務報告会 令和6年10月15日 61 学童クラブと児童相談所の連携について

民生児童委員
子育て支援部会

令和6年10月16日 30 児童相談所の概要と事例、里親について

社会的養護自立支援拠点事業について

子ども・若者支援ネットワーク研修のご案内

社会的養護自立支援拠点事業について

子ども・若者支援ネットワーク研修のご案内

中野区私立幼稚園
連合会園長会

令和6年11月5日 20 児童相談所の運営状況について

地区委員会　代表者会議 令和7年11月15日 23 講演会　子どもの夢と希望を実現するために

社会的養護自立支援拠点事業について

児童館・キッズプラザと児童相談所の連携について

教育センター 令和6年12月19日 9 社会的養護自立支援拠点事業について

教育・保育情報交換会
（認可保育所、認証保育所、区立幼稚園対象）

令和7年1月16日 66 児童相談所の運営状況について

次世代育成委員全体会 令和7年1月31日 14 講演会　子どもの夢と希望を実現するために

障害児通所支援事業所を対象とする
集団指導

令和7年2月27日 61 児童相談所の運営状況について

社会福祉協議会　子ども食堂 令和7年2月28日 40 抱え込まないように相談先を知ること（スタッフ向け勉強会）

講演「要保護児童対策地域協議会について
～子どもを見守るネットワーク作り～」

講師：明星大学 常勤教授　　川松　亮　氏

講演「児童虐待が子どもに及ぼす影響と対応
～子どもと関わる大人がそれぞれの立場でできること～」

講師：明治大学文学部心理社会学科　教授　加藤　尚子氏

講演「親を頼れないすべての子どもが笑顔で暮らせる社会へ
～児童養護施設の退所者等の自立支援について～」

講師：NPO法人ブリッジフォースマイル理事長　林　恵子氏

講演「子どもとその家庭支援における保護者対応
～支援者が知っておきたい法律的観点～」

講師：弁護士　　福田　笑美　氏

進行管理会議 年間16回 児童相談所、すこやか福祉センター(4所）の進行管理会議

すこや福祉センターと子ども・若者支
援センター連絡会

年間4回 児童相談所、すこやか福祉センター（4所）の関係機関連携

ケース
検討
会議

延べ
７４回

令和６年4月 1日から
令和７年3月31日まで

個別ケースに対する検討

子ども・若者支援ネットワーク研修
（第４回）

令和7年2月4日 41

令和６年度　中野区要保護児童対策地域協議会活動実績

代
表
者
会
議

１
回

関係機関代表者 令和6年6月５日 34

要
保
護
児
童
サ
ポ
ー

ト
会
議

令和6年10月17日

延
べ
39
回

20児童館長会 令和6年12月12日

子ども・若者支援ネットワーク研修
（第1回）

中野区医師会

子ども・若者支援ネットワーク研修
（第３回）

令和7年1月22日 54

保護司会 令和6年10月24日 20

民生・児童委員 28

令和6年12月18日 59
子ども・若者支援ネットワーク研修

（第2回）

令和6年11月18日 29



※小数点第２位以下四捨五入

(6.6%) (2.5%)

令和5(2023)年度
352 158 842 57 129

1,538
(22.9%) (10.3%) (54.7%) (3.7%) (8.4%)

127 37

(36.6%) (16.4%) (10.8%) (0.1%) (63.9%) (15.9%) (0.0%) (8.0%) (3.1%)

令和6(2024)年度 1,553

令和5(2023)年度
267 288 563 252 166 2

1,538 令和5(2023)年度
983 245 0 123 47 101 39

1,538
(17.4%) (18.7%)

令和4(2022)年度
307 169 839 34 77

1,426
(21.5%) (11.9%) (58.8%) (2.4%) (5.4%)

1,426
(20.3%) (17.0%) (35.0%) (15.9%) (11.5%) (0.3%) (63.0%) (15.0%) (0.2%) (8.1%) (2.2%) (8.9%) (2.6%)

令和4(2022)年度
289 243 499 227 164 4

1,426 令和4(2022)年度

合計

令和6(2024)年度 1,553 令和6(2024)年度 1,553

※小数点第２位以下四捨五入 ※小数点第２位以下四捨五入

合計 年度
虐待相談
(虐待通告)

養護相談
(虐待以外) 保健相談 障害相談 非行相談 育成相談

その他
の相談

中野区児童相談所相談実績（速報値） 2.相談経路

年度 家族・親族 近隣住民 関係機関 子ども・本人

1.新規相談件数

令和6(2024)年度

令和4(2022)年度 1,426

令和5(2023)年度 1,538

3.相談対象児童の年齢 4.相談内容(主訴)

年度 3歳未満
3歳～
就学前

小学生 中学生
高校生
その他

18際以上

108 43 74 65

(17.3%) (15.6%) (37.5%) (18.2%) (11.3%) (0.3%) (65.1%) (16.2%) (0.0%) (7.0%) (2.8%) (4.8%) (4.2%)

268 242 582 282 175 4 1,011 252 0

335 123 770 29 296

(21.6%) (7.9%) (49.6%) (1.9%) (19.1%)

その他 合計

1,553

898 214 3 115 32

家族・親族

21.6%

近隣住民

7.9%

関係機関

49.6%

子ども・本人

1.9%

その他

19.1%

令和6年度

3歳未満

17.3%

3歳～就学前

15.6%

小学生

37.5%
中学生

18.2%

高校生・その他

11.3%

18歳以上

0.3%

令和6年度

虐待相談

（虐待通告）

65.1%
養護相談

(虐待以外)

16.2%

保健相談

0.0%

障害相談

7.0%

非行相談

2.8%

育成相談

4.8%

その他の相談

4.2%

令和6年度

1,426 
1,538 1,553 

0

500

1,000

1,500

2,000

令和4(2022)年度 令和5(2023)年度 令和6(2024)年度

（人）
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令和5(2023)年度 81 41 122 令和5(2023)年度 14 14 52

令和5(2023)年度 10 5 15 令和5(2023)年度 23 6

養育家庭 養子縁組

令和4(2022)年度 8 5 13 令和4(2022)年度 21 7

441 3 93
974

(29.3%) (0.9%) (58.1%) (11.7%) (44.3%) (0.6%) (45.3%) (0.3%) (9.5%)
令和5(2023)年度

285 9 566 114
974 令和5(2023)年度

431 6

児童養護施設等

令和6(2024)年度

250 6 471 90

53

(43.0%) (0.0%) (12.4%)
817 令和4(2022)年度

362 3 351

90 45 135 令和6(2024)年度 17 13 50

0 101
令和4(2022)年度

年度末現在　 年度末現在　

6-2.年度末保護児童数 8.区内里親登録家庭数

年度 所内 委託 合計 年度

(0.7%) (57.6%) (11.0%) (44.3%) (0.4%)

令和4(2022)年度 73 55 128 令和4(2022)年度 12 6

6-1.年度中一時保護児童数 7.社会的養護施設等在籍児童数

23 6

年度末現在　 年度末現在　

令和6(2024)年度 11 2 13 令和6(2024)年度

年度 所内 委託 合計 年度 里親 乳児院

※小数点第２位以下四捨五入 ※小数点第２位以下四捨五入

実母以外
の母親

その他 合計

令和6(2024)年度 1028 令和6(2024)年度 1028
19 455 0 145

(29.2%) (0.3%) (55.9%) (14.6%) (39.8%) (14.1%)

300 3 575 150 409

817
(30.6%)

5-1.虐待対応ケース詳細・虐待種別 5-2.虐待対応ケース詳細・虐待種別

年度 身体的虐待 性的虐待 心理的虐待 ネグレクト 合計 年度 実父
実父以外
の父親

実母

(1.8%) (44.3%) (0.0%)

身体的虐待

29.2%

性的虐待

0.3%
心理的虐待

55.9%

ネグレクト

14.6%

令和6年度

実父

39.8%

実父以外

の父親

1.8%

実母

44.3%

実母以外

の母親

0.0%

その他

14.1%

令和6年度
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令和７年（２０２５年）５月２８日 

要保護児童対策地域協議会・子ども・若者支援地域協議会代表者会議 

子ども教育部子ども・教育政策課 

子ども教育部育成活動推進 課 

 

令和７年度の児童館運営について 

 

令和６年度に実施した児童館モデル事業の実施状況等を踏まえ、「中野区児童館

運営・整備推進計画」に基づく令和７年度の児童館の運営について、以下のとおり

考え方を取りまとめたので報告する。 

 

１ 類型ごとの機能強化 

  これまで児童館が果たしてきた機能・役割を基礎とした上で、以下のとおり類

型ごとの機能を強化した運営を行う。 

 

（１）基幹型児童館 

 ① 機能・役割 

地域の身近な子どもの居場所・遊び場・交流の場であるとともに、地域の子育

て・子育ちの拠点として、中学校区に１館配置する。各館に利用者支援専門員（会

計年度任用職員）を配置し、児童福祉法に基づく地域子育て相談機関として位置

づけ、子育てに関する相談や情報提供、関係機関との連携を図るなど、福祉的課

題への対応を強化する。また、児童館エリア内の地域住民や組織、学校等と連携

を図るとともに、地域子ども施設の巡回・支援を通じて、子どもと子育て家庭の

支援を強化する。 

 ② 運営形態 

  直営による運営とする。 

 ③ 基幹型に移行する児童館（９館） 

  南中野、宮の台、城山ふれあいの家、野方、上高田、みずの塔ふれあいの家、

北原、大和、かみさぎ 

 ④ 移行時期 

  令和７年４月１日 

 

（２）乳幼児機能強化型児童館 

 ① 機能・役割 

  子育て家庭への支援機能を強化し、乳幼児親子向けの講座やイベントを充実す

るとともに、すこやか福祉センターと連携した事業、子育て相談の実施及び関係

機関との連携などを実施する。また、乳幼児と小学生以上が交流する場や乳幼児

親子が子どもの権利について学ぶ機会を提供する。 

 ② 運営形態 

  委託事業者による運営とする。 

 ③ 乳幼児機能強化型児童館に移行する児童館（２館） 

  朝日が丘、新井薬師 

 ④ 移行時期 

  令和７年４月１日 

 

資料６ 
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２ 開館日時の拡充 

  利用者ニーズやモデル事業の実施状況を踏まえ、令和７年度については以下の

とおり開館日時を拡充する。（祝日及び年末年始を除く） 

（１）開館日 

類型 現行 令和７年度 

基幹型（９館） 火曜日から土曜日 

（ふれあいの家２館は月

曜日から土曜日） 

月曜日から土曜日 

乳幼児機能強化型（２館） 火曜日から土曜日 

 

日曜日から土曜日 

 

（２）開館時間 

類型 区分 現行 令和７年度 

基幹型（９館） 平日 午前１０時から午後６時 

 

＜月・火・木・土曜日＞ 

午前１０時から午後６時 

 

＜水・金曜日＞ 

午前１０時から午後７時 土曜日及

び学校休

業日 

午前９時から午後５時 

（ふれあいの家２館は午

前１０時から午後６時） 

乳幼児機能強

化型（２館） 

平日 午前１０時から午後６時 

 

午前１０時から午後７時 

土曜日及

び学校休

業日 

午前９時から午後５時 

 

※原則として、午後６時以降の利用対象は乳幼児親子及び中学生・高校生年代の子

どもとする。 

※今後、乳幼児機能強化型児童館に移行する６館（みなみ、弥生、文園、大和西、

鷺宮、西中野）及び中高生機能強化型児童館に移行する若宮児童館の令和７年度

の開館日時は、火曜日から土曜日の午前１０時から午後６時とする。（祝日及び

年末年始を除く） 

 

（３）その他 

基幹型児童館における開館時間については、令和１０年度を目途に職員体制も

含め、全日（週６日）午後７時までの延長を検討する。 

 

３ 乳幼児親子日曜開放事業（ふらっとサンデー）の拡充 

  現在９箇所の児童館において、日曜日に乳幼児親子の居場所を提供するため、

児童館の一部を開放する事業（ふらっとサンデー）を実施している。令和７年度

から基幹型児童館に移行する大和児童館において新たに開始する。 



令和７年（２０２５年）５月２８日 
要保護児童対策地域協議会・子ども・若者支援地域協議会代表者会議  
育成活動推進課・子ども・若者相談課 

 
令和７年度利用者支援事業の実施について 

 
 利用者支援事業は、子ども・子育て支援法第５９条第１号に基づき、子ども又はその保

護者の身近な場所において、教育・保育・保健その他の子育て支援の情報提供及び必要に

応じた相談・助言等を行うとともに、関係機関との連絡調整等を実施する事業です。 
中野区では、区役所の子ども総合窓口やすこやか福祉センターにおいて実施していると

ころでありますが、令和７年度から、下記のとおり、区立児童館及び子ども・若者支援セ

ンターにおいても、利用者支援事業を実施します。 
 

記 
 
１ 区立児童館における取組 
  「中野区児童館運営・整備推進計画」（令和６年３月策定）に基づき、中学校区に１館

配置する基幹型児童館において、利用者支援専門員を配置し、誰もが気軽に相談できる

体制を整え、身近な場所での相談や情報提供、助言等の必要な支援を行うことにより、

子どもと子育て家庭の抱える課題の発生予防、早期発見と対応を図るなど、ソーシャル

ワーク機能を効果的・効率的に実施します。 
  また、基幹型児童館９館は、全ての子育て世帯や子どもが、より身近に相談すること

のできる地域子育て相談機関として位置付けています。 
 
２ 子ども・若者支援センターにおける取組 
  子ども・若者支援センターの総合相談において、１８歳未満の子どもとその家庭に関

するあらゆる相談を受け付けています。「どこに相談したら良いのか分からない」時等に

相談助言等を行い、必要に応じて関係機関に連絡調整を行い、必要なサービスへつなげ

ていきます。 
  相談や助言に当たっては、個別的な問題を解決するだけでなく、相談者が抱える課題

を解決するために、課題の背景を深堀りし、早期に適切な専門機関等につなげ、継続的

な見守りを行っていきます。 
 
 

区立児童館 

子ども・若者支援センター  

資料７ 

















































資料９  

中野区子ども・若者支援地域協議会のしくみ 

 

１ 経緯 

近年、子ども・若者（※）が抱える課題は複雑化しており、単一の機関では適切に支

援することが困難な状況になっています。また、修学、就業をしていないなど所属がな

いことで、支援の切れ目に落ちてしまったり、子ども・若者への支援が途中で途切れて

いる場合に、その困難な状況は、青年期に表面化することが多いことが分かってきまし

た。 

一方で、これまで個人情報の取扱いに関して守秘義務がなく、複数の関係機関が情報

共有を行うためには本人等からの同意が必要であり、速やかに情報共有や支援を行うこ

とが困難な状況がありました。 

そこで中野区では、関係機関が行う支援を適切に組み合わせることによりその効果的

かつ円滑な実施を図るため、「子ども・若者育成支援推進法」第１９条に基づく子ども・

若者支援地域協議会（以下、「子若協」という。）を令和５年９月に設置しました。 

調整機関（事務局機能）として、中野区子ども・若者支援センターが指定されています。 

※子ども・若者：０歳～３９歳（子供・若者育成支援推進大綱（令和３年４月策定）に

よる定義） 

（根拠法令） 

子ども・若者育成支援推進法  

（第１９条第１項） 

地方公共団体は、関係機関等が行う支援を適切に組み合わせることによりその効果的

かつ円滑な実施を図るため、単独で又は共同して、関係機関等により構成される子ど

も・若者支援地域協議会を置くよう努めるものとする。 

 

２ 構成と協議事項 

 子若協は、代表者会議、サポート会議及び個別ケース検討会議の３層構造になってい

ます。 

構成 内容 主な協議事項 頻度 

代表者会議 構成機関の各分

野の代表者によ

る会議 

・基本的な運営方針の決定 

・子ども・若者の問題状況の情報共有 

年 1回 

実務者会議 構成機関の実務

担当者による会

議 

・子ども・若者等の実態の把握 

・援助方針の見直し等のケース進行管理 

・支援を行っているケースに関する情報交換 

・代表者会議への報告 

・個別ケース検討会議での課題検討 

随時 

実務者研修 

（子ども・若者支援ネットワーク研修） 

年４回 
※ 要 対 協

研修含む 

個別ケース

検討会議 

支援が必要な個

別ケースに関係

する実務担当者

による会議 

個別ケースに対する検討 随時 



 

３ 情報共有 

子若協では、適切な支援を行うために情報交換や協議を行う必要があるときは、関係

機関等に対し、資料や情報提供を求めることができることになっています。 

（根拠法令） 

子ども・若者育成支援推進法 

（第２０条）  

協議会は、前条第一項の目的を達するため、必要な情報の交換を行うとともに、支援の

内容に関する協議を行うものとする。 

２ 協議会を構成する関係機関等（以下「構成機関等」という。）は、前項の協議の結

果に基づき、支援を行うものとする。 

３ 協議会は、第一項に規定する情報の交換及び協議を行うため必要があると認めると

き、又は構成機関等による支援の実施に関し他の構成機関等から要請があった場合にお

いて必要があると認めるときは、構成機関等（構成機関等に該当しない子ども・若者総

合相談センターとしての機能を担う者を含む。）に対し、支援の対象となる子ども・若

者に関する情報の提供、意見の開陳その他の必要な協力を求めることができる。 

 

４ 守秘義務 

子若協の構成員には、子ども・若者育成支援推進法において守秘義務が課せられ、罰

則も規定されています。協議会構成員全体に守秘義務を課すことにより、情報共有を可

能にする仕組みであることをご理解下さい。 

なお、構成員は区ホームページ等で公表いたします。 

（根拠法令） 

子ども・若者育成支援推進法 

（第２４条） 

協議会の事務(調整機関及び指定支援機関としての事務を含む。以下この条において同

じ。)に従事する者又は協議会の事務に従事していた者は、正当な理由なく、協議会の

事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

（第３４条） 

第２４条の規定に違反した者は、１年以下の懲役又は５０万円以下の罰金に処する。 
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会議名
開催
回数

内容 開催日
出席者
数(人）

議　　　　題　　　　等

１　中野区要保護児童対策地域協議会について

２　中野区児童相談所の状況について

3　中野区における「こども家庭センター」について

4　中野区子ども・若者支援地域協議会について

5　中野区の若者支援の状況について

6　社会的養育推進計画について

7　社会的養護自立支援拠点事業について

中野区医師会 令和6年9月25日 20 社会的養護自立支援拠点事業について

社会的養護自立支援拠点事業について

子ども・若者支援ネットワーク研修のご案内

社会的養護自立支援拠点事業について

子ども・若者支援ネットワーク研修のご案内

児童館長会 令和6年12月12日 20 社会的養護自立支援拠点事業について

教育センター 令和6年12月19日 9 社会的養護自立支援拠点事業について

講演「要保護児童対策地域協議会について
～子どもを見守るネットワーク作り～」

講師：明星大学 常勤教授　　川松　亮　氏

講演「児童虐待が子どもに及ぼす影響と対応
～子どもと関わる大人がそれぞれの立場でできること～」

講師：明治大学文学部心理社会学科　教授　加藤　尚子氏

講演「親を頼れないすべての子どもが笑顔で暮らせる社会へ
～児童養護施設の退所者等の自立支援について～」

講師：NPO法人ブリッジフォースマイル理事長　林　恵子氏

講演「子どもとその家庭支援における保護者対応
～支援者が知っておきたい法律的観点～」

講師：弁護士　　福田　笑美　氏

子ども・若者相談課とスクールソーシャルワーカーの進行管理
会議

子ども・若者相談課と教育相談室の進行管理会議

ケース
検討
会議

延べ
４回

令和６年4月 1日から
令和７年3月31日まで

個別ケースに対する検討

令和６年度　中野区子ども・若者支援地域協議会活動実績

代
表
者
会
議

１回 関係機関代表者 令和6年6月５日 34

59

民生・児童委員 令和6年10月17日 28

保護司会 令和6年10月24日 20

実
務
者
会
議
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子ども・若者支援ネット
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子ども・若者支援ネット
ワーク研修（第４回）

令和7年2月4日 41

子ども・若者支援ネット
ワーク研修（第1回）

令和6年11月18日 29

子ども・若者支援ネット
ワーク研修（第2回）

令和6年12月18日
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令 和 ７ 年 （ 2025 年 ） 5 月 28 日 

子 ど も 教 育 部 子 ど も ・ 教 育 政 策 課 

 

子ども・若者育成活動支援事業（ティーンズ会議及び若者会議）について 

 

 若者が地域や社会で活躍できる環境づくりを目指して、小中高生を対象としたティーン

ズ会議、１８歳から３９歳までを対象とした若者会議を実施しています。 

 

１ ティーンズ会議 

中野区に在住・在学・在勤の小学校４年生～６年生・中学生・高校生年代が、学校や学

年の枠を超えて、意見交換やフィールドワーク等を通して考えを深め、意見表明につなげ

ていく事業です。 

※令和６年度までハイティーン会議として中学生・高校生年代を対象として実施してい

ましたが、令和７年度においては、中野区子どもの権利に関する条例に定められてい

る「子ども会議」の拡充として、小学４～６年生まで対象年齢を拡大し、「ティーン

ズ会議」として実施します。 

 

（１）令和６年度の活動内容 

●中高生の居場所チャレンジ 

地域における中高生の居場所には、どのような機能やイベントが求められるのか、中

高生自身が複数のイベントを企画・実施し、仮説検証しました。 

●交流チャレンジ 

地域における多世代・多国籍の交流を生むために中高生世代ができることは何なの

か、街頭インタビューやイベント実施を通して学びを深めました。 

●校則チャレンジ 

学校生活における校則の在り方は、生徒と大人のそれぞれが対話を重ね、納得解を作

り出す必要があります。令和５年度の校則チャレンジを踏まえ、「大人も交えた対話の

場をつくる」ことに挑戦しました。 

●生徒会チャレンジ 

生徒会活動は学校ごとに異なりますが、同じ視点を持つ生徒会メンバーが集まり状

況と課題意識を共有しながら、理想の学校を作るためのチャレンジに取り組みました。 

●政治参画チャレンジ 

若者の投票率の低さを課題と設定し、政治に関心がない人でも気軽に参加できる対

話の場づくりを目指しました。 

 

（２）活動実績 

  計７回 ７月から１１月 月１回程度（最終回は報告会） 

  フィールドワーク、意見交換、地域でアクション、報告会で意見表明など 

 資料１１ 



 2 

２ 若者会議 

「若者会議」は、大学生や社会人など、若者ならではの視点を区政や地域に生かすとと

もに、若者と地域のつながりを構築していくためのプロジェクトです。 

（１）令和６年度の活動内容（テーマ） 

●情報発信×若者 

「中野大好きナカノさん」などを事例に、若者に中野区の情報を届けるに必要な工

夫について、新たな魅力発信を実践しながら区への提言をまとめました。 

 ●環境×生活 

情報発信やイベントへの参加通じて環境のためのプロジェクトに取り組み、特に区

民のエコへの意識変容の可能性を深堀することで、区への提言をまとめました。 

 ●多文化共生×コミュニティ 

中野区には、たくさんの国の方が暮らしていることを踏まえ、グローバルな時代に

おける、中野区らしいコミュニティのありかたを探り、区への提言をまとめました。 

 ●居場所×中高生 

ハイティーン会議と連携しながら、中野区の中高生が自分らしく自由に過ごせる居

場所づくりのポイントについて、区への提言をまとめました。 

 

（２）活動実績 

  計７回 ７月から１２月 月１回程度（最終回は報告会） 

  フィールドワーク、意見交換、地域でアクション、ハイティーン会議のサポート 

  報告会で区への提言など 

 

３ 中高生の居場所事業（Teen’s Café） 

  ハイティーン会議及び若者会議の意見表明・政策提言を踏まえ、令和６年度の試行実

施を経て、令和７年度より本格実施します。中高生がなんでも自由に過ごせる居場所事

業として、ゲームや勉強、友達やスタッフとのおしゃべり等、中高生自身がやりたいこ

とができる居場所を提供します。（年間５回予定） 
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３ 参考資料 

（１）若者会議のあり方(「令和 4 年度中野若者会議「若者会議のあり方」提言書」より) 
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（２）情報発信内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





中野区若者フリースペース まごころドーナッツ

中野区委託事業 運営法人／特定非営利活動法人 文化学習協同ネットワーク

資料１３



～私たちの若者理解～

生きづらさを抱え孤立している若者たち

●評価的まなざしに縛られている
●他者との応答関係が築けない
●自己肯定感が持てない
●進路の方向性が見えない

彼らには、社会につながるためのハシゴ（ベースキャンプ）
となる場所が必要と考えます。

私たちはそれを「居場所」と呼んでいます。



居場所をベースキャンプにして社会参加へ

☆支援者や仲間と出会う安心安全な空間（避難所）
ありのままの自分が受容され承認され、不安を超えて
安心してホッとできる時空間

☆人と人との関係性がひらける空間（相互承認）
語り（合い）を通して、仲間や社会と出会い、自分に対する
自尊感情（自信や誇り）を獲得していく時空間

☆自分探しの学びが生まれる空間（社会参加）
豊かな体験や学びを通して社会参加しながら、
未来につながるやりたいこと（希望）が見えてくる時空間







【まごころドーナッツの主な使い方】

○フリータイム利用
利用する時間帯や過ごし方は自由に決められます。

○プログラム
利用者同士による交流や学びあい、地域活動参加など。

○利用面談
フリースペースの使い方について、定期的にスタッフと
話し合います。（進路・就労などに関する相談や心理相談は行いません）
必要に応じて相談機関への紹介や情報提供も行います。



若者フリースペース事業実績

②新規登録者年齢

30代20代10代年度

５１２６令和４年度

１５２４１０令和５年度

１８３１１４令和６年度

２３令和４年度

４９令和５年度

６３令和6年度

その他関係機関親族本人年度

１１２０１０令和４年度

５２９３１５令和５年度

２３７５１９令和6年度

①新規登録者数 ④延べ利用者数

③紹介経路

６４２令和４年度

1,268令和５年度

1,320令和６年度

⑤延べプログラム参加者数等

実施回数合計年度

２００４６９令和４年度

２２７７２９令和５年度

１９４６２８令和6年度
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町歩きフリータイム

【活動の様子】



【活動の様子】

活動内容を考えるミーティング はたらく大人と出会う会



地域活動への参加

【活動の様子】



まごころドーナッツの特徴①

就労や福祉などに利用目的を限定せず、中野区の多くの若者
たちに開かれているフリースペース。
そのため、実に多様な若者たちが利用しているのが特徴的。

〇フルタイムで働いている社会人
〇高校や大学、専門学校に通っている学生
〇所属のない、社会的に孤立している若者
〇障害者福祉や生活福祉のサービスを利用している若者
など

ユニバーサルな若者居場所



まごころドーナッツの特徴②

フリースペース内での活動に加え、地域を活動場所とする社会参加プログラムが多
数ある。また、地域人をゲストに迎える「はたらく大人と出会う会」をはじめ、利用者以
外の多様な人々が日々来訪し、スタッフや若者たちと交流する。
このように＜地域社会とつながっている居場所＞であることが最大の特徴。（空間の
使い分けや可能な範囲内での個別サポートで、ケア的要素が必要な若者への配慮も
行っている。）

その結果、まごころドーナッツ利用者の若者たちが自らの意思で地域の様々な場所
（子ども食堂をはじめとするボランティアや、学びあいの地域活動など）につながる動き
が生まれ、つながりのある企業や団体に就労したケースも複数生まれている。
これは若者たちだけの話ではなく、＜地域が若者を「地域の仲間」として温かく受け
入れる土壌がある＞ことを意味している。

社会と地続きのフリースペース



～若者たちの歩み～
◎登校に課題のあった高校生が、仲間たちの支えも
あって無事高校を卒業して大学へ進学。

◎無業状態だったが、まごころドーナッツで知り合っ
た企業や団体で社員やアルバイトとして働くように
なった。

◎就職活動や資格試験勉強の場として利用し始め、
就職後も仕事帰りや休日に利用している。

（その他、地域とのつながり）
近隣の町会長や地域団体の方々が日常的にまごこ
ろドーナッツに来られ、若者たちと交流してくださって
いる。






